
  2 0 2 6 年 2 月 2 日 

お客さま 各位 

株式会社 岩手銀行 

「金銭消費貸借契約規定」（個人向けローン）の改定について 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

当行では、以下のとおり、個人向けローン（証書貸付）の「金銭消費貸借契約規定」を改定いた

しますので、お知らせいたします。 

記 

１．改定要旨 

改定内容 改定条項 

届け出事項の変更に関する文言変更 第１章第１４条１項 

個人信用情報機関（株）シー・アイ・シーの問合せ先変更 第２章第１条３項 

  詳細は、別紙「新旧対照表」をご覧ください。 

２．改定日 

  ２０２６年３月２日（月） 

  改定後の規定はこちらからご確認いただけます。 

以 上 

【本件に関するお問い合わせ先】 

岩手銀行 個人ローンサポートセンター 籠目、三浦、岩渕 

電話 ０１２０－５３３－３８３（平日９：００～１７：００ ※銀行休業日を除く） 
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金銭消費貸借契約規定 新旧対照表 

（下線部分を改正） 

条項番号 改 正 前 改 正 後 

第１章 契約条項 

第１４条（届け出事項の変更） 

第２章 個人信用情報機関への登 

録等に関する同意条項 

第１条（個人信用情報機関への登

録等） 

１ 住所、氏名、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に

変更があったとき、または財産、勤務先等について重大な変

化を生じたときは、借主、連帯債務者および連帯保証人は直

ちに銀行に書面で届け出るものとします。 

２ 

～ （省 略） 

３ 

１ 

～ （省 略） 

２ 

３ 前２項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各 

機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載さ 

れております。なお、個人信用情報機関に登録されている情 

報の開示は、各機関で行います（銀行ではできません）。 

銀行が加盟する個人信用情報機関 

・全国銀行個人信用情報センター(Tel 03-3214-5020)

https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

・㈱日本信用情報機構（JICC）(Tel  0570-055-955)

https://www.jicc.co.jp/

・㈱シー・アイ・シー(Tel 0120-810-414)

https://www.cic.co.jp/

※ 全国銀行個人信用情報センター、㈱日本信用情報機

構、㈱シー・アイ・シーは相互に連携しています。

----- 以下、省略 ------ 

１ 住所、氏名、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に

変更があったとき、または財産、勤務先等について重大な変

化を生じたときは、借主、連帯債務者および連帯保証人は直

ちに銀行所定の方法により届け出るものとします。 

２ 

～ （現行どおり） 

３ 

１ 

～ （現行どおり） 

２ 

３ 前２項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各 

機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載さ 

れております。なお、個人信用情報機関に登録されている情 

報の開示は、各機関で行います（銀行ではできません）。 

銀行が加盟する個人信用情報機関 

・全国銀行個人信用情報センター(Tel 03-3214-5020)

https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

・㈱日本信用情報機構（JICC）(Tel  0570-055-955)

https://www.jicc.co.jp/

・㈱シー・アイ・シー(Tel 0570-666-414)

https://www.cic.co.jp/

※ 全国銀行個人信用情報センター、㈱日本信用情報機

構、㈱シー・アイ・シーは相互に連携しています。

------ 以下、現行どおり ------ 

以 上 

https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
https://www.jicc.co.jp/
https://www.cic.co.jp/
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
https://www.jicc.co.jp/
https://www.cic.co.jp/

